
令 和 ６ 年
７月９日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
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一

救
急
病
院
の
認
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（
医
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策
課
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解
除
予
定
保
安
林
（
上
関
町
）
（
森
林
整
備
課
）

二
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

契
約
の
締
結
（
税
務
課
）

二
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告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
六
年
七
月
九
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
山
口

県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
山
口
市
環
境
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
七
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

テ
ル
モ
山
口
株
式
会
社

住

所

山
口
市
佐
山
三
番
二
二

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

テ
ル
モ
山
口
株
式
会
社

所
在
地

山
口
市
佐
山
三
番
二
二

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

使

用

の

方

法

能

力

(本
／
日
)

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

六
五

五
五
〇
令
和
六
、
九
、
七
令
和
六
、

九
、
二
〇
令
和
六
、

九
、
二
四
連

続
二
四
時
間
変
動
な
し

備
考

「
六
五
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六

十
五
号
の
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設
を
い
う
。

一
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㈡

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

六
五

一
・
四

一

～

二

八
〇

八
〇

一
〇
〇

一
〇
〇
八
七
、
〇
〇
〇
八
七
、
〇
〇
〇

二

二

〇
・
一

〇
・
一

備
考

㈠
の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

四

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

ふ
っ
素

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

七
・
五

六
・
五

～

八
・
五

二
〇

二
〇

三
〇

三
〇

一
〇

一
〇

一

一

八

一
、
七
〇
七
・
八

一
、
七
〇
七
・
八

山
口
県
告
示
第
二
百
二
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
六
年
七
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

社
会
医
療
法
人
同
仁
会
周

南
記
念
病
院

下
松
市
生
野
屋
南
一
丁
目
一
〇
番
一
号

令
和
九
、

八
、

四

山
口
県
告
示
第
二
百
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
六
年
七
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

熊
毛
郡
上
関
町
大
字
祝
島
字
通
り
矢
一
〇
一
六
三
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
上
関
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
一
二
六
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
六
年
七
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

総
務
部
税
務
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

二
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税
務
シ
ス
テ
ム
用
機
器

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
六
月
四
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

六

落
札
金
額

三
億
六
千
五
百
七
十
七
万
二
千
円

七

入
札
公
告
日

令
和
六
年
四
月
二
十
三
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

借
入
れ

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

三
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令
和
六
年
七
月
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
七
月
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


